
公示第６８号 

 

公 示 

 

今般 当健保組合規約の一部を、下記のとおり変更しましたので公示します。 

 

 

令和５年７月１日 

 

川崎重工業健康保険組合 

理事長 北林 孝顕 

 

 

記 

１．適用事業所に関する変更 

 

 第４条(設立事業所の名称及び所在地)中、「株式会社東北テック 福島県郡山市」の次に、「地中空間開発株式会社 大阪府大阪市北区」を加える。 

 

 第９条(互選議員の選挙区及び議員数)第２項中、第４区「株式会社カワサキマシンシステムズ」の次に、「地中空間開発株式会社」を加える。 

 

 

 

 

 

  

  

新 旧 条 文 対 照 表 

(変更箇所：太字) 

   新 旧 

第 1条～第 3条（略） 

 

 

（設立事業所の名称及び所在地） 

第 4条  この組合が設立されている事業所の名称 

 及び所在地は、次のとおりとする。 

名称          所在地 

川崎重工業株式会社 

                       兵庫県神戸市中央区 

        （中  略） 

株式会社東北テック 

           福島県郡山市  

地中空間開発株式会社 

                       大阪府大阪市北区 

 

 

 

第 5条～第 8条 (略) 

 

（互選議員の選挙区及び議員数） 

第９条  互選議員の選挙は各選挙区ごとに行う。 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数は次のとおりとす

る。 

 
選挙区 選挙区の範囲 議員数 

第 1区 （略） 3人 

第 2区 （略） 2人 
第 3区 （略） 3人 

第 4区 

（中略） 

株式会社カワサキマシンシステム

ズ 

地中空間開発株式会社 

川崎重工労働組合播州支部 

(略) 

2人 

第 5区 （略） 1人 

第 6区 （略） 2人 

第 7区 （略） 4人 

第 8区 （略） 4人 

 

 

第 1条～第 3条（略） 

 

 

（設立事業所の名称及び所在地） 

第 4条  この組合が設立されている事業所の名称 

 及び所在地は、次のとおりとする。 

名称          所在地 

川崎重工業株式会社 

                       兵庫県神戸市中央区 

        （中  略） 

株式会社東北テック 

           福島県郡山市 

 

 

 

 

 

第 5条～第 8条 (略) 

 

（互選議員の選挙区及び議員数） 

第９条  互選議員の選挙は各選挙区ごとに行う。 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数は次のとおりとす

る。 

 
選挙区 選挙区の範囲 議員数 

第 1区 （略） 3人 

第 2区 （略） 2人 
第 3区 （略） 3人 

第 4区 

(中略) 

株式会社カワサキマシンシステム

ズ 

川崎重工労働組合播州支部 

(略) 

 

2人 

第 5区 （略） 1人 

第 6区 （略） 2人 

第 7区 （略） 4人 

第 8区 （略） 4人 

 

 

 

以上 


